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答） 

１ 畜産業については、輸出も含め拡大が見込まれる国内外の需要に応える供給を実

現するため、省力化機械の導入による生産性の向上や経営規模の拡大による効率化

等の生産基盤の強化に取り組む必要があります。 

 

２ 畜産業には畜舎等は必須の施設であり、省力化機械を導入したり、経営規模を拡

大したりする場合には畜舎等を新築又は増改築する必要がありますが、近年、建築

資材や工賃単価が高騰し、畜舎等の建築費用が増加していることから、畜舎等の建

築基準を緩和してほしいという要望が農家から上がってきていました。 

 

３ このような状況を踏まえ、規制改革実施計画（令和元年６月 21日閣議決定）にお

いて、「農林水産省は、国土交通省と連携して、令和３年上期までに畜舎等を建築基

準法の適用対象から除外するための法律案を整備する」とされ、令和３年の通常国

会に畜舎特例法案を提出し、同年５月に成立・公布、令和４年４月１日に施行され

たところです。 

 

４ 畜舎特例法により、畜舎等の建築に係る畜産農家の負担を軽減し、我が国の畜産

業の国際競争力強化等を図ってまいりたいと考えています。 

 

答） 

１ 建築基準法は、ほぼ全ての建築物に対して一般的かつ包括的な規制を設けるもの

であり、建築後の利用方法についての規制は設けていません。一方、畜舎特例法に

おいては、畜舎等の利用方法を規制する手法を用いることにより、人命の安全につ

いて必ず守るという建築基準法の理念を守りつつ、現行建築基準法の構造等の基準

より緩和された基準を適用することを許容するものです。 

 

２ 建築基準法には存在しない利用基準等を定め、計画を認定する仕組みを新たに設

けることにより初めて基準の緩和ができることとなるため、建築基準法の中にこう

した仕組みを設けるのではなく、新法として別途措置することのほうが合理的であ

問２ 建築基準法の基準を緩和すれば良かったのではないですか。 

問１ 畜舎特例法はなぜ制定されたのですか。 



4 

 

ると考え、新たに畜舎特例法を制定することとしたものです。 

 

答） 

１ 畜舎特例法は、畜産業の国際競争力の強化や畜産業の振興を目的に作られたもの

であることから、畜産物の生産・供給に供される家畜を飼養する畜舎等が対象とな

ります。 

 

２ したがって、畜産物の生産・供給に供されない犬や猫等の愛玩動物、狩猟鳥獣、

実験動物、展示用動物、競走用動物等を飼養する施設は対象になりません。 

 

答） 

１ 競走馬や乗用馬は畜産物の生産・供給に供される家畜に当たらないことから、そ

れを飼養する厩舎も本法の対象とはなりません。 

 

２ 一方、用途が定まっていない子馬の生産を行う軽種馬経営の厩舎は、畜産物の生

産・供給に供される家畜の飼養に当たるものとし、畜舎特例法の対象になり得るも

のと考えています。 

 

答） 

畜舎特例法において、申請者が畜産農家でなければならないという規定はありま

せんが、畜舎特例法における堆肥舎は、畜産農家の畜舎から発生する家畜排せつ物

のみを処理又は保管する施設を想定しており、一般に市町村や団体※の所有する堆肥

センターを除き、畜産農家以外の者が所有・利用する堆肥舎は対象にならないもの

と考えています。 

※公社（国家や地方公共団体が出資する法人）、農業者が組織する団体（農業協同組合、農業協同組合連合会等）等 

問４ 競走馬や乗用馬の厩舎は対象になりますか。また、子馬の生産を行う軽種馬

経営の厩舎は対象になりますか。 

問３ 犬や猫等のペットを飼養する施設も対象になりますか。 

問５ 耕種農家が所有する堆肥舎は対象になりますか。 
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答） 

１ 畜舎特例法は畜産業の振興のために措置されたものであり、家畜の飼養管理や家

畜排せつ物の適正な処理を行っていない者が、さらに畜舎の建築等を行う場合、周

囲の畜産農家や住民に甚大な悪影響等を与えかねないことから、家畜伝染病予防法

や家畜排せつ物法等に違反し、かつ、その違反を是正する見込みがない認められる

者の畜舎等（堆肥舎を除く。）については、その計画認定を行ってはならないとして

います。 

 

２ ただし、仮に家畜排せつ物法に違反をしている者だとしても、違反に対する指導

等への対応状況等を考慮し、その者が違反の是正を行わない意思が明らかな場合以

外には、是正をする見込みはあるものとして認定される可能性もあります。 

 

答） 

１ 3,000㎡以下の床面積である特例畜舎等については、技術基準の審査等を不要と

していますが、これは、 

① 畜舎等は平家でシンプルな構造であり、建築士が設計すれば基本的に安全性は

担保されると考えられること、 

② 大規模な畜舎が多い酪農において、調査対象の約８割を占める畜舎等の面積が

3,000㎡以下であったこと 

等を踏まえて設定したものです。 

 

２ 特例畜舎等の上限面積を 3,000㎡より引き上げることについては、建築基準法に

おいて延べ面積 3,000㎡を超える木造建築物等は火災時の周囲への延焼を防止する

観点から、壁や柱、はりなどを耐火構造にする等の防火上厳しい措置を講ずる必要

があり、畜舎特例法の畜舎等であっても同様の基準を設け、その基準への適合性の

審査をする必要があると考えられることから、これ以上の引き上げは適当ではない

と考えています。 

問７ 特例畜舎等の上限面積である 3,000㎡を引き上げないのですか。 

問６ 家畜排せつ物法などに違反している場合、畜舎特例法を活用して畜舎等を建

築することができないのですか。 
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答） 

１ 畜舎特例法施行規則第 19条第２項及び第 63条第７号により、木造等の畜舎等に

ついては、 

 ① 畜舎等を渡り廊下によって隔て、隔てられた畜舎等の各部分をそれぞれ 3,000

㎡以内とし、 

 ② 畜舎等の各部分の間及び周囲に延焼防止上有効な空地（畜舎等の各部分の高さ

だけの離隔距離）を確保し、 

 ③ 定期的な消火訓練、火を使用する設備等の周辺や渡り廊下に可燃物を存置しな

いことについて記録を作成し、少なくとも１年間保存する 

 等の場合には、床面積が 3,000㎡を超えることができるようになります。 

 

２ 一方、つながれた畜舎等の各部分それぞれの床面積にかかわらず、１により床面

積が 3,000㎡を超えた場合は、特例畜舎等には該当しないこととなり、技術基準に

係る申請や審査等は必要となります。 

 

答） 

１ Ａ構造畜舎等は、簡易な利用基準と建築基準法の基準にほぼ準じた構造等の技術

基準を組み合わせることにより、畜舎等における安全性を確保する構造です。 

 

２ Ａ構造畜舎等を選択するメリットとしては、利用基準について簡易なものを選択

できることや、床面積が 3,000㎡以下の特例畜舎等については技術基準の手続が不

要となり、より早期に畜舎等を利用できるようになることが挙げられます。 

問９ 建築基準法で建てるのではなく、Ａ構造畜舎等の構造方法を選択するメリッ

トは何ですか。 

問８ 畜舎特例法では、木造畜舎同士の間を渡り廊下でつないで 3,000㎡を超える

ことができるようになりますが、緩和のための条件はありますか。また、つなが

れた畜舎それぞれの床面積が 3,000㎡以下の場合は、3,000㎡以下の特例畜舎等

として技術基準の審査等が不要となるのでしょうか。 
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答） 

１ Ｂ構造畜舎等は、畜舎特例法施行規則第１条第２号において、中規模の地震動

（震度５強程度）に対して、構造部材に損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しない

程度の構造方法を用いる畜舎等と定義しています。 

 

２ 具体的には、建築基準法では、部材の持つ強度について一定の係数を掛け、強度

を低く見積もっていますが、畜舎特例法では下記①～③のとおり部材の強度をその

まま使うこと等により、必要な部材の量を削減させることとしています。 

 

 ① 木材の短期許容応力度※については、建築基準法施行令第 89条第１項に定める

数値の 1.5倍の数値とする（建築基準法施行令第 95条第１項で木材の材料強度

として定める数値と同値を用いる。）。 

 ② 鋼材の短期許容応力度のうち炭素鋼の構造用鋼材等について、建築基準法施行

令第 90条に定める数値の 1.1倍の数値とする（塑性変形時の強度上昇を期待で

きる炭素鋼の構造用鋼材等においては建築基準法施行令第 96条で材料強度とし

て定める数値の上限値と同値である基準強度の 1.1倍の数値を用いる。）。 

 ③ コンクリートの短期許容応力度については、建築基準法施行令第 91条第１項に

定める数値の 1.5倍の数値とする（建築基準法施行令第 97条第１項で材料強度

として定める数値と同値を用いる。）。 

 

※ 地震力・風圧力などの短期荷重や外力に対する許容応力度（各部材に生じる抵抗する力の限界点のこと）の

こと。 

 

３ 一方、地震時の畜舎等内の安全性を確保するため、屋根ふき材はプラスチック

板、金属板、木板その他これらに類する軽いものとしなければならないこととして

います。 

 

答） 

問 11 Ｂ構造畜舎等の構造方法は安全性が確保されているのですか。 

問 10 Ｂ構造畜舎等の緩和の内容は何ですか。 
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１ 畜舎特例法は、畜舎等の利用に関する利用基準と構造等に関する技術基準との組

み合わせにより畜舎等の安全性が確保されるという考えに基づいており、利用基準

を遵守することで、構造等に関する技術基準を建築基準法の基準よりも緩和しても

利用者の安全性が担保できるものと考えています。 

 

２ また、建築基準法の基準よりも緩和された構造であるＢ構造畜舎等については、 

① 問 10の回答にもあるとおり、あくまでも部材の材料強度と短期許容応力度を同

値とするものであり、部材の持つ強度を超過して用いるわけではなく、畜舎等と

しての一定の強度は引き続き持ち続けていること、 

② Ｂ構造畜舎等については、地震時の畜舎等内の安全性を確保するため、畜舎特

例法施行規則第 18条において、屋根ふき材はプラスチック板、金属板、木板そ

の他これらに類する軽いものとすることと規定していること、 

から、一定の安全性は確保されているものと考えています。 

 

３ なお、ごく稀に起きるような災害により一定の影響を受けるリスクを有する構造

について許容し、それでもコストを削減したい場合にＢ構造畜舎等が選択されるの

であり、そういった畜舎等の構造を許容できない場合は、建築基準法の基準に基づ

いて建築するか、畜舎特例法でも建築基準法の基準に準じた構造であるＡ構造畜舎

等が選択されるものと考えています。 

 

答） 

１ 畜舎特例法では、日本のＪＩＳ規格ではない部材等で、諸外国で安全性が証明さ

れているものは使用を認める方向で、現在具体的な手続を検討しています。 

 

２ 使用の認証等は国土交通省及び農林水産省で行うことを考えておりますので、具

体的な海外の部材について使用を希望する方は、農林水産省畜産局企画課（電話：

03-3502-5992）までお問い合わせください。 

問 12 海外規格の部材を使うことはできますか。また、使うためにはどのような手

続が必要になりますか。 
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答） 

１ 畜舎特例法による建築コスト削減の度合いについては、既に建築基準法の基準で

建築済みの畜舎の設計について、新法に基づく基準で設計し直すことにより試算し

ました。 

  すなわち、畜舎特例法に基づく基準（Ｂ構造畜舎等）においては、部材の短期許

容応力度を材料強度と同値とすることとしていることから、これに基づき試算をし

たものです。 

 

２ その結果、部材の強度の見直しにより、畜舎の構造に係る部材の使用量が鉄骨造

で１割、木造で３割削減可能となり、畜舎としても構造に係る部材量について、鉄

骨造畜舎は約１割、木造畜舎は約３割が削減できる事例が見られたところです。 

具体的なコストについては、畜舎の建築費には、構造に係る部材以外の部材（屋

根、壁等）の費用や工事に係る人件費等の構造基準の見直しで削減することが難し

い費用が含まれており、これらを含めた建築工事費全体でみると、構造基準の見直

しにより鉄骨造畜舎では１～２％が削減可能、木造畜舎では３～６％が削減可能と

考えられるところです。 

  また、基礎について凍結深度より深く根入れしなくても良いと見直すことで、建

築工事費全体の１～３％の削減となった事例が見られたところです。 

 

３ 以上のことから、合計では、 

① 鉄骨造畜舎については建築工事費全体の２～５％ 

② 木造畜舎については建築工事費全体の４～９％ 

の削減が見込まれるとの試算結果を得ております。 

 

答） 

  畜舎等の利用の方法等に制限を課すことにより構造等の基準を緩和しても安全性

問 13 畜舎特例法で畜舎を建築すると建築基準法で建築するよりどれだけコストが

削減できるのですか。 

問 14 集団規定（建蔽率、接道等）の基準は緩和されないのですか。 
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を確保することが可能な建築基準法における単体規定とは違い、建蔽率や接道規制

等の集団規定に関する基準については、都市の機能や市街地環境の確保を図る観点

から、建築物全体に対して設けられる規制であり、利用の方法等を制限しても緩和

できるものではないことから、集団規定の基準については緩和しないこととしてい

ます。 

 

答） 

  Ｂ構造畜舎等で利用基準として設定されている畜舎等内の滞在時間については、

毎回、作業時間をストップウォッチ等で計測することなどは求めませんが、当該時

間の制限を超えないよう畜舎等内で滞在・作業するようにしてください。 

 

答） 

１ 畜産経営において、家畜の飼養管理を適切に行うことは、極めて重要なことだと

考えています。 

 

２ Ｂ構造畜舎等に適用される滞在時間の設定に当たっては、畜産農家に滞在時間に

係る調査を依頼し、その結果、全畜種の平均の畜舎等の滞在時間が 1,000㎡当たり

１日、８時間・人であったことから、Ｂ構造畜舎等にはその平均の時間よりも下回

る水準を設定しており、そこまで過度の規制としているとは考えていません。 

 

３ 仮にＢ構造畜舎等で建築等することにより、飼養管理が適切に行う時間がなくな

るということであれば、Ｂ構造畜舎等ではなく、Ａ構造畜舎等に変更することや建

築基準法の基準により畜舎等を建築することを検討してください。 

問 15 Ｂ構造畜舎等の利用基準である畜舎内の滞在時間は少しでも超えると違反に

なるのですか。 

問 16 滞在時間の制限があるため、家畜の飼養管理に時間をかけられなくなります

が、どのように対応したらいいですか。 
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答） 

  家畜の分娩の開始を畜舎の中で待っている際に、意図せずに眠ってしまったよう

な場合は、「やむを得ない場合」に該当するものとし、直ちに利用基準の違反とはな

らないものと考えています。 

 

答） 

  豚や鶏は、防疫上の観点から、閉鎖型の畜舎で飼養されることがありますが、畜

舎特例法の畜舎については、避難経路の確保や避難口の特定を行うことで畜舎内の

安全を確保することとしていることから、下記を満たす必要があります。 

①  畜舎内から外部へと円滑な避難が可能となる避難口を２以上設ける。 

②  畜舎内から外部への避難経路に、経路をふさぐような物品を置かない。 

③  Ｂ構造畜舎等にあっては、避難訓練を実施し、訓練の実施に関する記録をし、

少なくとも１年間保存する。 

答） 

外壁四面のうち長辺の壁一面が常時人が出入りできるように開放されているな

ど、施設内のどこで火災が発生しても避難経路が確保できる構造と考えています。

開放された開口部の幅が建物の周長の１/４以上であることを目安としてください。 

 

 

 

問 17 夜 10時から朝４時までの間に、分娩介助で待っている際、睡眠をしたら違

反になるのですか。 

問 18 家畜防疫の観点から豚や鶏などは閉鎖型の畜舎が多いですが、避難経路の確

保などにどのように対応したらいいですか。 

問 19 ２以上の避難口の特定が不要となる堆肥舎・畜産業用車庫・畜産業用倉庫の

「避難上有効に直接外気に開放された構造」とはどのような構造ですか。 
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答） 

１ 畜舎等において避難訓練や消火訓練を実施した日時、参加した者の氏名、行っ

た訓練の内容等について、作業日誌等に記録し、当該作業日誌等を少なくとも１

年間は保存してください。 

 

２ なお、畜舎特例法では訓練の内容に関しては規定していないため、どのような

訓練を行うかについては、現場で避難や消火作業に資するものを選択してくださ

い。 

 

答） 

 Ｂ構造畜舎等の構造は、建築基準法の基準に基づく構造よりも緩和されたもので

あり、畜舎等内で作業等を行う全ての者がＢ構造畜舎等であることを認識し、避難

訓練等により災害時に直ちに避難することの認識を高める必要があることから、以

下について取り組む必要があります。 

 ① Ｂ構造畜舎等であることを畜舎等の見やすい場所（出入り口等の目の付きやす

い場所）に表示する。（特に、外国人の雇用等を行っている場合は、外国の方で

も判読可能にするなどの配慮していただくようお願いします。） 

 ② 従業員にＢ構造畜舎等であることの説明を行ってください。 

③ 避難訓練を実施し、訓練の実施に関する記録をし、少なくとも１年間保存して

ください。 

 

答） 

１ 畜舎特例法により畜舎等を建築等したい者は、畜舎建築利用計画を作成・申請

し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。 

問 20 避難訓練や消火訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも１年間保存す

るとはどのように行えばいいのですか。 

問 22 畜舎建築利用計画の申請はどのように行えばいいですか。 

問 21 従業員がいる場合、Ｂ構造畜舎等の利用に際して留意すべき事はあります

か。 
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２ 具体的には、畜舎特例法施行規則第 64条の規定に基づき、同規則の様式第２号の

申請書及び添付が必要となる図書（特例畜舎等以外は技術基準に適合していること

に関する資料も含む）を添えて、基本的には都道府県の畜産部局に提出することと

なると考えます。 

 

３ 手続の詳細については、各都道府県で決められることとなりますので、申請を行

うに当たっては、都道府県の畜産部局にお尋ねいただくようお願いします。 

 

答） 

   既に建築され、現に存在している畜舎等であっても、当該畜舎等に増築、改築、

構造に変更を及ぼす行為を行う場合には、畜舎建築利用計画の申請を出し、畜舎特

例法の適用を受けることが可能です。 

 

答） 

  建築基準法に基づく建築物と畜舎特例法に基づく畜舎等は、同じ敷地に建築等す

ることはできず、仮に畜舎特例法により新たに畜舎等を建築等する場合は、敷地を

分割していただく必要があります。その場合、既存の建築物の敷地が減少すること

で、既存の建築物が建蔽率等の建築基準法の基準を満たさなくなることがないよ

う、御注意願います。 

 

答） 

１ 畜舎特例法では、完了検査は行わず、完了の届出を行うこととしています。これ

は 

① 畜舎等には動作確認が必要な設備（エレベーター等）が設置されず、 

② 畜舎等は、柱や壁など構造が露出しているため、写真等による確認で目視によ

問 25 工事の完了届出はどのように行えばいいですか。 

問 23 既存の畜舎が畜舎特例法の適用を受けることはできますか。 

問 24 既存の農場の中に畜舎特例法に基づいて新たに畜舎を建築する場合に気をつ

けるべき事はありますか。 
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る確認に相当する必要な確認が可能である 

ためです。 

 

２ 工事の完了届については、畜舎特例法施行規則第 75条に規定されており、 

 ① 工事が完了した日から４日以内に届出をすること、 

 ② 特例畜舎等以外の畜舎等（床面積 3,000㎡を超える畜舎等）については、工事

における各工程の終了時の写真を完了届に添付しなければならない 

 とされています。 

 

３ なお、新築の場合は、原則として工事完了の届出をした後でなければ畜舎等を使

用できないこととなっています。 

 

答） 

  畜舎特例法施行規則の様式第 17号により、都道府県の定める日までに都道府県の

畜産部局に利用基準の遵守状況等について書面で報告していただくこととなってい

ます。 

 

答） 

１ 畜産業をやめ、認定された畜舎等を利用しなくなる場合は、都道府県に当該畜舎

等を利用しなくなる旨を申し出ることにより、畜舎建築利用計画の認定が取り消さ

れ、都道府県から取消しに係る通知を受けます。 

 

２ その後、認定が取り消された失効畜舎等については、畜舎等としての利用しか認

められていないことから、第三者に譲渡するとして都道府県知事から譲渡の認可を

受ける等の場合以外は、通知を受けた日から 120日以内に畜舎等の使用を停止し、

畜舎等の中に立ち入ることを禁止する等の措置を行わなければなりません。 

 

３ また、当該失効畜舎等の使用停止、立入禁止措置等については、新たに畜舎建築

問 27 畜舎の認定を受けましたが、畜産業をやめる場合はどうすればいいですか。 

問 26 ５年に１回の定期報告は何をすればいいのですか。 
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利用計画を作成し認定を受けるか、第三者への譲渡に係る都道府県知事の認可を受

けるか、畜舎等が除却・滅失等するまでの間は、引き続き、使用停止、立入禁止措

置等を続ける必要があります。この間は、認定は取り消されているものの、引き続

き認定を受けているものとみなされ、建築基準法ではなく畜舎特例法が適用される

こととなります。 

 

答） 

畜舎特例法の制度の内容を知りたい場合は、申請先となる都道府県の畜産部局等

に相談をしてください。また、具体的な畜舎等の設計について相談したい場合は、

設計を行うことができる建築士又は建築士事務所等に相談をしてください。 

 

答） 

  畜舎特例法の基準等については、今後、緩和の要望等に応じ、見直しが可能かど

うか検討してまいります。 

 

答） 

  畜舎特例法の認定を受けて建築等される畜舎等は、国の補助事業の対象となりま

す。 

 

答） 

１ 消防法施行令第 32条は、消防本部や消防署が個別に判断して初めて適用されるも

のであり、地方ごとに判断のばらつきがあるという意見もあったことから、消防庁

において、令和３年５月に「畜舎における消防用設備等の特例基準のあり方に関す

問 29 畜舎特例法の基準を今後、さらに緩和することはしないのですか。 

問 28 畜舎特例法に基づく畜舎等の建築について、どこに相談すればよいですか。 

問 31 消火器などの消防用設備の設置基準については、緩和されないのですか。 

問 30 畜産クラスター事業など国の補助事業で畜舎特例法の基準を活用することが

できますか。 
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る検討部会」を立ち上げ、同年 11月に報告書をまとめ、令和４年４月１日から新た

に畜舎等における消防用設備等の設置に係る特例基準が適用されたところです。 

 

２ 具体的には、畜舎等が①防火上及び避難上支障がないこと、②周囲の状況に関し

延焼防止上支障がないこと、を満たす場合には消防用設備等の設置について特例基

準を適用することとし、特例基準は以下の通りです。 

 ① 消火設備については、消火器以外のものは原則不要。 

 ② 警報設備、避難設備については、原則不要。 

 ③ 消防用水については、平家で高さが 16メートル以下の場合は、設置基準を緩

和。 

 

３ 基準の詳細については、最寄りの消防署等へお尋ねください。 

 

答） 

１ 畜産業用倉庫は、畜舎に付随する畜産経営に必要な物資を保管する倉庫又は堆肥舎

に付随する家畜排せつ物の処理又は保管のために必要な物資を保管する倉庫をいい

ます。 

 

２ 畜産業用車庫は、畜舎に付随する畜産経営に必要な車両を保管する車庫又は堆肥舎

に付随する家畜排せつ物の処理又は保管のために必要な車両を保管する車庫をいい

ます。 

 

３ なお、ここでいう「付随する」とは、畜舎又は堆肥舎と同一敷地又は当該施設に隣

接・近接した敷地のいずれかであって、畜舎又は堆肥舎から著しく距離が離れておら

ず、家畜の飼養管理にあたり支障をきたさない距離にあり、畜舎又は堆肥舎と一体的

に利用し日常的に管理することができることをいいます。 

 

答） 

１ 畜舎に付随する畜産業用倉庫に保管できるものとしては、飼料、敷料、飼料生産の

問 32 畜舎特例法の畜産業用倉庫、畜産業用車庫とはどのようなものですか。 

問 33 畜産業用倉庫に保管できるものは何ですか。 
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ために必要な肥料・農薬、牽引式の畜産業用機械（自走しないロールベーラ、スラリ

ータンカー等）、畜産資材、動物用医薬品、消毒薬、草刈機用の燃料等を想定してい

ます。 

 

２ 堆肥舎に付随する畜産業用倉庫に保管できるものとしては、もみ殻、おがくず等の

水分調整剤のほかに、袋詰めした堆肥等を想定しています。 

 

３ なお、畜産業用倉庫には、畜産経営に必要でないものを保管することはできませ

ん。また、畜産業用倉庫以外の用途の施設（事務所等）に転用した場合は罰則の対

象となり得ますので、注意してください。 

答） 

１ 畜舎に付随する畜産業用車庫に保管できるものとしては、農業用トラクター、ホイ

ールローダー、飼料や敷料を運搬するための軽トラック等の車両のほか、当該車両の

修理・整備に必要な部品や機械器具、牽引式の畜産業用機械等を想定しています。 

 

２ 堆肥舎に付随する畜産業用車庫に保管できるものとしては、農業用トラクター、ホ

イールローダー、堆肥等を運搬するための軽トラック等の車両のほか、当該車両の修

理・整備に必要な部品や機械器具、牽引式の畜産業用機械等を想定しています。 

 

３ なお、畜産業用車庫には、畜産経営に必要でないものを保管することはできません。

また、畜産業用車庫以外の用途の施設（事務所等）に転用した場合は罰則の対象とな

り得ますので、注意してください。 

 

答） 

１ 建築基準法では、例えば、倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が 1,500㎡、自

動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が 150㎡を超える場合は、耐火・準耐火

建築物とする等の防火基準があります。 

  

問 35 畜産業用倉庫、畜産業用車庫の防火基準の緩和について教えてください。 

問 34 畜産業用車庫に保管できるものは何ですか。 
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２ これに対して畜舎特例法では、 

①  畜産業用倉庫の用途に供する部分の面積の合計が 3,000㎡以内、畜産業用車庫

の用途に供する部分の面積の合計が床面積 500㎡以内 

② 間仕切壁により区画する場合には、作業者が火災の発生を容易に確認できる開口

部を間仕切壁に設ける 

③ 周囲６ｍ以内に建築物又は工作物が存在しない 

の全てを満たすことで、建築基準法の防火基準の一部を緩和することが可能となり

ます。 

 

３ なお、防火基準の緩和を受ける場合には、畜舎等と共通の利用基準に加えて、畜産

業用倉庫・畜産業用車庫のみに適用される以下の利用基準を全て遵守する必要があり

ますので、注意して下さい。 

①  畜産業用倉庫の部分の床面積の合計が 500㎡を超える場合は、床面積 500㎡以内

ごとに１以上の避難口を特定する。 

②  災害時の避難に支障を生じさせないよう採光を充分にする。 

③  火気を使用しない。 

④  消火器を設置し、定期的な点検等により消火器の維持管理を適切に行う。 

⑤  畜産業用倉庫・畜産業用車庫に主務大臣が定める畜産業用物資、畜産業用車両等

以外を保管しない。 

⑥  畜産業用物資及び畜産業用車両等を同一の畜舎等で保管する場合は、これらを間

切壁又は戸で隔てて保管する。 
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答） 

大規模な搾乳機器の稼働等により、大量の水供給が必要な場合に設置される貯水タ

ンクの上屋が該当します。また、家畜の飲用水として、井戸から汲み上げた井戸水を

浄化（重金属や砂の除去等）するための浄水設備の上屋等も該当します。 

 

答） 

家畜排せつ物の処理又は保管の用途で使用される施設として、固形物の処理を行

う堆肥舎等だけでなく、畜産汚水やバイオガスプラントにおける発酵過程終了後の

消化液の浄化処理施設も対象となります。 

 

答） 

家畜排せつ物の処理又は保管の目的で使用される高さ８ｍを超える「工作物」が

該当し、具体的にはバイオガスプラントの発酵槽、縦型コンポストやスラリータン

ク等が想定されます。 

問 36 畜舎特例法の対象となる畜産経営に必要な貯水施設等とはどのような施設で

すか。 

問 37 スラリーなどの液状の家畜ふん尿の浄化処理施設等は、畜舎特例法の対象と

なりますか。 

問 38 畜舎特例法の対象となる「高さが８ｍを超える発酵槽その他これに類する施

設」とはどのようなものですか。 


